
別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）

１　継続事業の前提に関する注記

　　該当なし

２　重要な会計方針

　（１）　有価証券の評価基準及び評価法

　（２）　固定資産の減価償却の方法

　　該当なし

　　・　平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産・・・定額法

　　　　残存価額をゼロとする

　　　　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する

　　・　無形固定資産・・・定額法

　　 ・　賞与引当金・・・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を

　　　　　　　　　　　　　　　　　計上している。

３　重要な会計方針の変更

４　法人で採用する退職給付制度

　　 ・　独立行政法人福祉医療機構への加入を行っている。

　　該当なし

　　 ・　徴収不能引当金・・・徴収不能繰入金引当額を前３年、年度末の一括評価債権額で除した実績率、

　　　　　　　　　　　　　　　　　または法人税法上繰入率のいずれか低い率を正味一括債権評価額に乗じた

　　　　　　　　　　　　　　　　　額と個別評価の対象となった債権額をたした額

　　 ・　退職給付引当金・・・該当なし

　（３）　引当金の計上基準

　　・　平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産・・・旧定額法

　　　　残存価額を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（１円）

　　　　まで償却する



５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

　　当法人の作成するは計算書類以下のとおりになっている。

　（1）法人全体の計算書類

　　　　（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

　（2）事業区分別内訳表

　　　（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）     

　（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表

　　　（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

　（4）公益事業における拠点区分別内訳表

　　　（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号三様式）

　（５）収益事業における拠点区分別内訳表

　　　（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号三様式）

　（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　ア　社会福祉法人博愛会　法人本部拠点（社会福祉事業）

　　　　　「法人本部」

　　　イ　高齢者福祉事業拠点（社会福祉事業）

　　　　　「介護老人福祉施設　博愛苑」

　　　　　「デイサービスセンター　博愛苑」

　　　　　「居宅介護支援事業所　博愛苑」

　　　　　「米子市箕蚊屋地域包括支援センター」

　　　　　「グループホーム　みのりの里」

　　　ウ　障害福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）

　　　　　「就労Ａ型　あそしえ」

　　　　　「就労Ｂ型　あそしえ」

　　　エ　相談支援事業拠点（社会福祉事業）

　　　　　「りんく」

　　　オ　障害支援事業ときぞう拠点（社会福祉事業）

　　　　　「放課後等デイサービス　ときぞう」

　　　　　「児童発達支援　ときぞう」

　　　　　「ショートステイときぞう」

　　　　　「生活介護ときぞう」

　　　キ　公益事業会計拠点（公益事業）

　　　　　「スポーツクラブ　パート　オブ　ライフ」

　　　ク　収益事業特別会計拠点（収益事業）

　　　　　「博愛苑　売店」

　　　　　「みのかや　オレンジカフェ　よらいや」



６　基本財産の増減の内容及び金額

　　基本財産の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

７　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

８　担保に供している資産

９　有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

（単位：円）

土地 214,343,594 0 0

94,484,911

35,528,612

構築物

減価償却累計額 当期末残高

その他　建物 3,736,664 2,910,076

60,637,153

徴収不能引当金

121,212,881 △ 458,103

車両運搬具

器具備品

55,217,586

104,933,398

122,403,395 △ 458,103

31,714 0

214,343,594

合計 1,273,109,137 54,549,000

合計

1,267,020,984

建物 1,058,765,543 54,549,000 60,637,153 1,052,677,390

5,692,781

4,019,281

10,448,487

49,524,805

　　該当なし

　　該当なし

1,052,677,390建物（基本財産） 2,044,686,810 992,009,420

取得価格

826,588

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

2,248,122,351

　　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金

債権の当期末残高

120,754,778

1,174,457,824 1,073,664,527

121,945,292

未収金

１０　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

未収補助金

計

債権金額

31,714

1,158,800 0 1,158,800

39,547,893



１１　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　該当なし

１２　関連当事者との取引の内容

１３　重要な偶発債務

１４　重要な後発事象

１５ 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

１６　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

　　らかにするために必要な事項

　　　　前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から

　　　振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。 （単位：円）

当年度 前年度

支払資金の範囲である前払費用 917,328 1,088,638

１年基準による振替額 765,921 765,921

合計（前払費用計上額） 1,683,249 1,854,559

　　該当なし

　　該当なし

　　該当なし

　　該当なし



　（1）社会福祉事業における拠点計算書類

　　　　（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

　（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・・・省略する

　（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））・・・省略する

５　基本財産の増減の内容及び金額

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

７　担保に供している資産

８　有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

　（２）　固定資産の減価償却の方法

別紙２－１

計算書類に対する注記（社会福祉事業　社会福祉法人博愛会　法人本部）

１　重要な会計方針

　（１）　有価証券の評価基準及び評価法

　　　　　該当無し

　　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

　　　　　該当無し

　（３）　引当金の計上基準

　　　　　該当無し

２　重要な会計方針の変更

　　　　　該当無し

３　採用する退職給付制度

　　　　　該当無し

４　拠点が作成する計算書類と事業区分とサービス区分

　　　　　該当無し

　　　　　該当無し

　　　　　該当無し

　　　　　該当無し



１０　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

１１　重要な後発事象

１２　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

　　らかにするために必要な事項

　　　　前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から

　　　振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。 （単位：円）

９　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　　　　　該当無し

　　　　　該当無し

　　　　　該当無し

当年度 前年度

支払資金の範囲である前払費用 68,000 68,300

１年基準による振替額 0 0

合計（前払費用計上額） 68,000 68,300



　（1）社会福祉事業における拠点計算書類

　　　　（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

　（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・・・省略する

　（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

　　　ア　介護老人福祉施設　博愛苑

　　　イ　デイサービスセンター　博愛苑

　　　ウ　居宅介護支援事業所　博愛苑

      エ　米子市箕蚊屋地域包括支援センター

　　　オ　グループホーム　みのりの里

　（２）　固定資産の減価償却の方法

　（３）　引当金の計上基準

　　 ・　退職給付引当金・・・該当なし

別紙２－２

計算書類に対する注記（高齢者福祉事業）

１　重要な会計方針

　（１）　有価証券の評価基準及び評価法

　　・　平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産・・・旧定額法

　　　　残存価額を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（１円）

　　　　まで償却する

　　・　平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産・・・定額法

　　　　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する

　　・　無形固定資産・・・定額法

　　　　残存価額をゼロとする

　　　該当なし

　　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

　　　該当なし

３　法人で採用する退職給付制度

　　 ・　独立行政法人福祉医療機構への加入を行っている。

　　 ・　賞与引当金・・・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を

　　　　　　　　　　　　　　　　　計上している。

　　 ・　徴収不能引当金・・・徴収不能繰入金引当額を前３年、年度末の一括評価債権額で除した実績率、

　　　　　　　　　　　　　　　　　または法人税法上繰入率のいずれか低い率を正味一括債権評価額に乗じた

　　　　　　　　　　　　　　　　　額と個別評価の対象となった債権額をたした額

２　重要な会計方針の変更

４　拠点が作成する計算書類と事業区分とサービス区分



５　基本財産の増減の内容及び金額

　　基本財産の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

　　　該当なし

７　担保に供している資産

　　　該当なし

８　有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

（単位：円）

1,191,157,763

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地 214,343,594 0 0 214,343,594

建物 979,472,176 54,549,000 57,207,007 976,814,169

合計 1,193,815,770 54,549,000 57,207,007

建物（基本財産） 1,952,900,676 976,086,507 976,814,169

その他　建物 1,700,000 1,699,999 1

取得価格 減価償却累計額 当期末残高

器具備品 89,318,261 79,554,952 9,763,309

車両運搬具 25,680,739 24,007,346 1,673,393

構築物 51,752,400 48,520,223 3,232,177

９　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

1,129,869,027 991,483,049合計 2,121,352,076

計 105,901,246 △ 458,103 105,443,143

未収金 26,991 0 26,991

債権金額 徴収不能引当金 債権の当期末残高

事業未収金 105,207,859 △ 458,103 104,749,756

未収補助金 660,000 0 660,000

内部事業未収金(拠点) 6,396 0 6,396



１０　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　　該当なし

１１　重要な後発事象

　　　該当なし

１２　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

　　らかにするために必要な事項

　　　　前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から

　　　振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。 （単位：円）

合計（前払費用計上額） 1,447,897 1,591,530

当年度 前年度

支払資金の範囲である前払費用 735,131 878,764

１年基準による振替額 712,766 712,766



　　　　　該当なし

　　　該当なし

　（1）　社会福祉事業における拠点計算書類

　　　　（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

　（２）  拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・・・省略する

　（３）　拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

　　　  ア　就労Ａ型　あそしえ

　　　　イ　就労Ｂ型　あそしえ

５　基本財産の増減の内容及び金額

　　　該当なし

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

　　　該当なし

　　　　　　　　　　　　　　　   　を計上している。

別紙２－４

計算書類に対する注記（社会福祉事業　障害福祉サービス事業）

１　重要な会計方針

　（１）　有価証券の評価基準及び評価法

　（２）　固定資産の減価償却の方法

　（３）　引当金の計上基準

　　 ・　退職給付引当金・・・該当なし

　　 ・　賞与引当金・・・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額

 　 　・　平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産

　　　　　該当なし

　 　・　平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産・・・定額法

　　　　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する

　 　・　無形固定資産・・・定額法

　　　　残存価額をゼロとする

　　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

　　 ・　徴収不能引当金・・・該当なし

２　重要な会計方針の変更

３　法人で採用する退職給付制度

４　拠点が作成する計算書類とサービス区分

　 ・　独立行政法人福祉医療機構への加入を行っている。



７　担保に供している資産

　　　該当なし

８　有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

（単位：円）

１０　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　　　該当なし

１１　重要な後発事象

　　　　該当なし

１２　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

　　らかにするために必要な事項

　　　　前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から

　　　振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。 （単位：円）

取得価格 減価償却累計額 当期末残高

その他　建物 2,036,664 1,210,077 826,587

0 6,986,891

構築物 218,700 84,746 133,954

4,282,008 2,108,168合計 6,390,176

合計 6,986,891

未収金 4,723

債権額

847,560

器具備品 2,417,742 2,117,675 300,067

車両運搬具 1,717,070 869,510

９　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

0 5,996,918

0 4,723

事業未収金 5,996,918

内部事業未収金(拠点) 985,250 0 985,250

合計（前払費用計上額） 35,119 45,572

当年度 前年度

支払資金の範囲である前払費用 35,119 45,572

１年基準による振替額 0 0



　　　　　該当なし

　　　該当なし

　（1）　社会福祉事業における拠点計算書類

　　　　（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

　（２）  拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・・・省略する

　（３）　拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））・・・省略する

５　基本財産の増減の内容及び金額

　　　該当なし

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

　　　該当なし

７　担保に供している資産

　　　該当なし

 　 　・　平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産

　　　　　該当なし

 　 　・　平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産・・・定額法

別紙２－５

計算書類に対する注記（社会福祉事業　相談支援事業）

１　重要な会計方針

　（１）　有価証券の評価基準及び評価法

　（２）　固定資産の減価償却の方法

　 　　 　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する

　  　・　無形固定資産・・・定額法

３　法人で採用する退職給付制度

　 ・　独立行政法人福祉医療機構への加入を行っている。

４　拠点が作成する計算書類と事業区分とサービス区分

　　 ・　徴収不能引当金・・・該当なし

２　重要な会計方針の変更

　（３）　引当金の計上基準

　　 ・　退職給付引当金・・・該当なし

　　 ・　賞与引当金・・・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額

　 　 　　残存価額をゼロとする

　　　　　　　　　　　　　　　   　を計上している。

　　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。



８　有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

（単位：円）

１０　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　　　該当なし

１１　重要な後発事象

　　　　該当なし

１２　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

　 　らかにするために必要な事項

　　　　前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から

　　　振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。 （単位：円）

取得価格 減価償却累計額 当期末残高

合計 942,210 942,209 1

車両運搬具 942,210 942,209 1

合計 621,240

当年度 前年度

支払資金の範囲である前払費用 8,556 11,000

１年基準による振替額 7,425 7,425

合計（前払費用計上額） 15,981 18,425

0 621,240

事業未収金 621,240 0

９　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

621,240



　　　　　該当なし

　（1）　社会福祉事業における拠点計算書類

　　　　（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

　（２）  拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・・・省略する

　（３）　拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

　　　　ア　放課後等デイサービスセンター　ときぞう

　　　　イ　児童発達支援　ときぞう

　　　　ウ　ショートステイときぞう

　　　　エ　生活介護ときぞう

　　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

　　　　　　　　　　　　　　　   　を計上している。

３　法人で採用する退職給付制度

　 ・　独立行政法人福祉医療機構への加入を行っている。

４　拠点が作成する計算書類とサービス区分

　　 ・　徴収不能引当金・・・該当なし

２　重要な会計方針の変更

　　　　該当なし

別紙２－３

計算書類に対する注記（社会福祉事業　障害支援事業　ときぞう　）

１　重要な会計方針

　（１）　有価証券の評価基準及び評価法

　（２）　固定資産の減価償却の方法

　（３）　引当金の計上基準

　　 ・　退職給付引当金・・・該当なし

　　 ・　賞与引当金・・・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額

　 　・　平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産

　　　　　該当なし

　　・　平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産・・・定額法

　　　　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する

　　・　無形固定資産・・・定額法

　　　　残存価額をゼロとする



５　基本財産の増減の内容及び金額

　　基本財産の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

　　　該当なし

７　担保に供している資産

　　　該当なし

８　有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

    固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

（単位：円）

１０　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　  　　該当なし

１１　重要な後発事象

　    　該当なし

構築物 3,246,486 919,836 2,326,650

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

52,368,610

建物 54,338,952 0 1,970,342 52,368,610

9,709,547 1,498,327

器具備品 934,775 658,549 276,226

合計 9,544,164

事業未収金 9,045,364

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額 徴収不能引当金の当期末残高

0

0

債権の当期末残高

9,045,364

9,544,164

未収補助金 498,800 0

合計 54,338,952 0 1,970,342

取得価格 減価償却累計額 当期末残高

498,800

建物（基本財産） 57,951,244 5,582,634 52,368,610

９　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

合計 73,340,379 16,870,566 56,469,813

車両運搬具 11,207,874



１２　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

　　らかにするために必要な事項

　　　

　　　　前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から

　　　振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。 （単位：円）

78,850 88,868

支払資金の範囲である前払費用

１年基準による振替額

合計（前払費用計上額）

当年度 前年度

55,394 65,412

23,456 23,456



　　　　　該当なし

　　　該当なし

　（1）　社会福祉事業における拠点計算書類

　　　　（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

　（２）  拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・・・省略する

　（２）　拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））・・・省略する

５　基本財産の増減の内容及び金額

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

1,459,804 23,494,611

1,459,804 23,494,611建物 24,954,415 0

合計 24,954,415 0

当期末残高

　 　 　　残存価額をゼロとする

 　 　・　平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産

　　　　　該当なし

 　 　・　平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産・・・定額法

　 　　 　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する

　  　・　無形固定資産・・・定額法

別紙２－７

計算書類に対する注記（公益事業　公益事業会計）

１　重要な会計方針

　（１）　有価証券の評価基準及び評価法

　（２）　固定資産の減価償却の方法

　（３）　引当金の計上基準

　　 ・　退職給付引当金・・・該当なし

　　 ・　賞与引当金・・・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額

　　　　　　　　　　　　　　　　　を計上している。

　　 ・　徴収不能引当金・・・該当なし

２　重要な会計方針の変更

３　法人で採用する退職給付制度

　 ・　独立行政法人福祉医療機構への加入を行っている。

４　拠点が作成する計算書類と事業区分とサービス区分

　　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額



６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

　　　該当なし

７　担保に供している資産

　　　該当なし

８　有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

（単位：円）

１０　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　　　該当なし

１１　重要な後発事象

　　　　該当なし

１２　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

　　 らかにするために必要な事項

　　　　前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から

　　　振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。 （単位：円）

合計（前払費用計上額） 37,402 41,864

当年度 前年度

債権額

事業未収金 341,500

徴収不能引当金の当期末残高

12,262,620 12,153,735 108,885

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

合計 46,097,510 22,494,014 23,603,496

９　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

器具備品

建物（基本財産） 33,834,890 10,340,279 23,494,611

支払資金の範囲である前払費用 15,128 19,590

１年基準による振替額 22,274 22,274

合計 341,500 0 341,500

債権の当期末残高

0 341,500

取得価格 減価償却累計額 当期末残高



　（1）収益事業における拠点計算書類

　　　　（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

　（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））・・・省略する

　（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

　　　ア　博愛苑　　売店

　　　イ　みのかやオレンジカフェよらいや

５　基本財産の増減の内容及び金額

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

７　担保に供している資産

８　有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

　　　　　該当無し

　　　　　該当無し

　　　　　該当無し

　　　　　該当無し

　　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

３　法人で採用する退職給付制度

　　　　　該当無し

４　拠点が作成する計算書類と事業区分とサービス区分

　　　　　該当無し

２　重要な会計方針の変更

　（２）　固定資産の減価償却の方法

　　　　　該当無し

　（３）　引当金の計上基準

　　　　　該当無し

別紙２－８

計算書類に対する注記（収益事業　収益事業特別会計）

１　重要な会計方針

　（１）　有価証券の評価基準及び評価法

　　　　　該当無し



１０　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

１１　重要な後発事象

１２　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

　　らかにするために必要な事項

　　　　　該当無し

　　　　　該当無し

　　　　　該当無し

９　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　　　　　該当無し


